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R8.2.6 県立高等学校教諭 停職３月

　令和６年６月下旬から令和７年11月上旬に
かけて、ＳＮＳアプリのＬＩＮＥを用いて私
的なやりとりを行ったり、私有車に乗せたり
するという不適切な行為を行った。また、当
該生徒に対してセクシュアル・ハラスメント
を行った。

R8.2.6 県立高等学校教諭 停職３月

  令和６年４月上旬から令和７年11月上旬に
かけて、生徒３名に対して恋愛の対象とみる
ような発言等によりセクシュアル・ハラスメ
ントを繰り返し行った。
 また、別の生徒３名のＳＮＳアプリのＬＩ
ＮＥのＩＤを、校長の許可を得ずに自身のス
マートフォンに登録したり、私有車に乗せた
りする不適切な行為を行った。さらに、その
うちの生徒１名に対して、セクシュアル・ハ
ラスメントを行った。

教職員の懲戒処分について

　　教職員の懲戒処分を下記のとおり報告します。

記
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